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告 示

�愛媛県告示第１２３１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部水産課管内）

土居加入区 禎瑞加入区 壬生川加入区

（南予地方局農林水産振興部水産課管内）

下灘第一加入区

�������
�愛媛県告示第１２３２号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成３０年１２月愛媛県告示第１１８４号）による保険

に付すべき義務は、令和４年１２月８日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部水産課管内）

土居加入区 禎瑞加入区 壬生川加入区

（南予地方局農林水産振興部水産課管内）

下灘第一加入区

�������
�愛媛県告示第１２３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項において

準用する同法第５３条の２第１項の規定に基づき、藤井兼重の次の従

前の土地を非農用地区域内に換地する土地として指定した。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１２３４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

八幡浜市川之内２番耕地２８１の１、２番耕地２８４、７番耕地２４１、

７番耕地２７２、７番耕地２７５の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

川之内２番耕地２８１の１・２番耕地２８４・７番耕地２４１・７

番耕地２７２（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び八幡浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市丹原町川根乙９４

２ 指定の目的

干害の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町川根乙９４（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

郷の脇
川
２０１－
１０４０

松山市
東大栗
町
（次の
図のと
おり）

土石流

高浜４
号谷
２０１－
１３７８

松山市
高浜町
３丁目
・高浜
町４丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流

客上川
２１１－
１２７８

松山市
長井方
（次の
図のと
おり）

土石流

小川谷
２１１－
１２８６

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

下林１
号谷
３６１－
１２９９－
２

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２４０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２４１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� ３Ｄ－８０７

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

下林１
号谷
３６１－
１２９９－
１

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林１
号谷
３６１－
１２９９－
１

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

郷の脇
川
２０１－
１０４０

松山市
東大栗
町
（次の
図のと
おり）

土石流 郷の脇
川
２０１－
１０４０

松山市
東大栗
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高浜４
号谷
２０１－
１３７８

松山市
高浜町
３丁目
・高浜
町４丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 高浜４
号谷
２０１－
１３７８

松山市
高浜町
３丁目
・高浜
町４丁
目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

客上川
２１１－
１２７８

松山市
長井方
（次の
図のと
おり）

土石流 客上川
２１１－
１２７８

松山市
長井方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小川谷
２１１－
１２８６

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

土石流 小川谷
２１１－
１２８６

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

下林１
号谷
３６１－
１２９９－
１

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林１
号谷
３６１－
１２９９－
１

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下林１
号谷
３６１－
１２９９－
２

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林１
号谷
３６１－
１２９９－
２

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 回収蒸気１日当たり３８０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０
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� ４３Ｄ－８０７

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ酸素曝気式活性汚泥処理施設

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処理施設の種類及び型式 中和、酸素曝気式活性汚泥、凝集・沈殿

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸素曝気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１２．０

最大 ８．０～１２．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 散気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２２．５

最大 １，２４２．１

通常 １０８．４

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９６．１

最大 ８６２．１

通常 ２４．４

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２２．３

最大 ７１７．６

通常 ２１０．８

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．１

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，６５２

最大 ２１，４０１

通常 １７，６５２

最大 ２１，４０１

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処理施設の種類及び型式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 回収蒸気１日当たり３８０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３００

最大 ３６０

備考 特定施設の汚水等は、酸素曝気式活性汚泥処理施設（ＯＢＴ）へ送液
する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３００

最大 ３６０

備考 特定施設の汚水等は、酸素曝気式活性汚泥処理施設（ＯＢＴ）へ送液
する。
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�愛媛県告示第１２４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ヤスハラケミカル株式会社

広島県府中市高木町１０８０番地

代表取締役社長 安原 禎二

２ 事業場の名称及び所在地

ヤスハラケミカル株式会社新居浜工場

新居浜市黒島一丁目７番７号

３ 特定施設に関する事項

� Ｔ－９９３０

� Ｔ－９９４０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６．２

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．４

最大 １００．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５１，２６０

最大 ３３５，２３５

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６２３．０

最大 １，１６２．６

通常 １２３．５

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３９．３

最大 ８８１．５

通常 １７．５

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，００７．４

最大 １，５００．２

通常 １８３．６

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．４

最大 ３１．９

通常 ２．１

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，８５４

最大 １０，４７２

通常 ８，８５４

最大 １０，４７２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３３号 リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 風量１時間当たり１，５００立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年１月１６日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年２月２０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２

最大 １２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 １８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．８

最大 ２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．１

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．７

最大 ０．７

備考 汚水等は、廃棄物として委託処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 リ 廃ガス洗浄施
設
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 曝気槽

� Ｒ－９９０１

� Ｒ－９９０９Ａ／Ｂ

特 定 施 設 の 能 力 風量１時間当たり１，５００立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年１月１６日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年２月２０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２

最大 １２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 １８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．８

最大 ２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．１

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．２

最大 １．２

備考 汚水等は、廃棄物として委託処理する。

設 置 年 月 日 昭和５９年５月１０日

処理施設の種類及び型式 曝気槽、角形

処 理 施 設 の 構 造 鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１，５００ミリメートル
横３，０５０ミリメートル
高さ１，２３５ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 単純曝気方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～８．０

最大 ３．０～９．０

通常 ６．０～８．０

最大 ３．０～１０．０

の汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６２

最大 １９４

通常 １２５

最大 １６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ６００

通常 ３００

最大 ６００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．２

通常 ２．１

最大 ４．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０．１

最大 ５３．５

通常 ３０．１

最大 ５３．５

設 置 年 月 日 昭和６１年３月５日

処理施設の種類及び型式 加圧浮上式ユニチカＵＦ－１０Ｂ型

処 理 施 設 の 構 造 スキマー付ＳＵＳ製平底円筒形槽他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１，８８０ミリメートル
横４，３００ミリメートル
高さ２，８４５ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 加圧浮上式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ３．０～１０．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １４０

通常 ４０

最大 ５６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ６００

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．２

最大 ２０．３

通常 ５．４

最大 １４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１６

最大 ４．８９

通常 ０．８９

最大 ２．９９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４３．９

最大 ６９．３

通常 ６７．３

最大 ９９．０



愛 媛 県 報令和４年１２月９日 第３６６号

１００１

� 浮上沈降槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

�������
�愛媛県告示第１２４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市古川乙土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和４年１２月９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

設 置 年 月 日 平成４年５月３１日

処理施設の種類及び型式 活性炭濾過器

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ、縦型円筒

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
直径７８５ミリメートル
高さ２，０４７ミリメートル
２基

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり２７立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性炭吸着処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ５６

通常 ３３

最大 ４６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．４

最大 １４．３

通常 ４．９

最大 １３．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８９

最大 ２．９９

通常 ０．４０

最大 ２．４４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６７．３

最大 ９９．０

通常 ６７．３

最大 ９９．０

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １９

通常 １５

最大 １９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

通常 ５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．７

最大 ４．３

通常 ２．７

最大 ４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５４

最大 １．５０

通常 ０．５４

最大 １．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２９．３

最大 ３４９

通常 ２２９．３

最大 ３４９

設 置 年 月 日 昭和６１年３月５日

処理施設の種類及び型式 浮上沈降槽

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１０，６００ミリメートル
横２１，２００ミリメートル
高さ１，９６５ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 容量２２０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 単純浮上沈降槽

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．７

最大 ４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５４

最大 １．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２９．３

最大 ３４９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２５番地３

〃 石 川 公 三 西条市禎瑞６５６番地

〃 伊 東 恵 一 西条市古川乙２５番地１
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退 任

�愛媛県告示第１２４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年１２月９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１２４７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 近 藤 一 雄 西条市中野甲３１０番地

〃 保 利 公 洋 西条市禎瑞２７３番地

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 � 悦 美 西条市禎瑞４０２番地３

〃 小 山 眞 吾 西条市港３６３番地

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 小 山 満 信 西条市古川乙２６２番地２

〃 美 濃 繁 美 西条市禎瑞１９０９番地

〃 石 川 公 三 西条市禎瑞６５６番地

〃 伊 東 恵 一 西条市古川乙２５番地１

〃 近 藤 一 雄 西条市中野甲３１０番地

〃 白 石 充 西条市禎瑞９２９番地

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 � 悦 美 西条市禎瑞４０２番地３

〃 小 山 眞 吾 西条市港３６３番地

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 小 山 満 信 西条市古川乙２６２番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２５番地３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町泊３６３番２から

同町泊４１０番２まで
令和４年１２月９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町１４８３番１０から

同町１３２０番８まで
令和４年１２月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３５号

令和４年１１月２９日
伊予市下三谷字町長２１２４番１

松山市土居田町５８０番地１

オックスフォードサーカス土居田Ⅲ１０７

永 木 健 太 郎
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訓 令

�愛媛県告示第１２４８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 金 � 浩 大 東温市志津川 令和

４年１２月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 國 廣 丞 史 東温市志津川 令和

４年１２月１日

肢体不自由、音声・言語・心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう又は
直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫・肝臓機能障害

内 科 医療法人徳洲会宇和
島徳洲会病院 渡 辺 亮 宇和島市住吉町二丁目６番２４号 令和

４年１２月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 西条市立周桑病院 今 井 浩 西条市壬生川１３１番地 令和
４年１１月７日

改 正 後 改 正 前

（公印の押印及び電子署名）

第３４条 施行する文書（ 県報に掲載するもの及び電子文書を除

く。）のうち、次に掲げるものには、愛媛県公印規程（昭和３４年

愛媛県訓令第８号）の定めるところにより公印を

押

さなければならない。

� 法令等の規定により公印の押印が必要とされる文書

� 県又は相手方の権利義務に重大な影響を及ぼす文書

� 事実を証明するために公印の押印が必要とされる文書

� 前３号に掲げるもののほか、主務課長が必要と認める文書

２ 施行する電子文書（前項各号に掲げるものに限る。）には、別

に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。

（文書の保存期間）

第５４条 省略

２ 省略

３ 保存期間の種別が長期とされた文書の保存期間は、その利用

度、重要度、法令の規定等を考慮し、必要最小限の年数にしなけ

ればならない。

（公印の押印及び電子署名）

第３４条 施行する文書には、県報に掲載するもの及び電子文書を除

き 、愛媛県公印規程（昭和３４年

愛媛県訓令第８号）の定めるところにより公印を押すとともに、

決裁文書（電子決裁による決裁文書を除く。）との間に契印を押

さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限り

でない。

２ 施行する電子文書 には、別

に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。ただ

し、軽易な電子文書については、この限りでない。

（文書の保存期間）

第５４条 省略

２ 省略

３ 保存期間の種別が長期とされた文書の保存期間は、その利用

度、重要度、法令の定め等を考慮し、必要最小限の年数にしなけ

ればならない。
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監査委員規程

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県監査委員規程第１号
愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和４年１２月９日

愛媛県監査委員 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 兵 頭 竜

同 � 田 健 司

愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程

第１条 愛媛県監査委員監査規程（昭和５５年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（監査提出書類）

第３条 本庁各課及び地方機関の長は、次に掲げる書類を作成し、

指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

� 省略

� 本庁各課

ア 省略

イ 省略

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

キ 省略

ク 省略

ケ 省略

コ 省略

サ 省略

シ 省略

ス 省略

セ 省略

� 省略

２ 省略

様式第２号（第３条関係） 目次

（監査提出書類）

第３条 本庁各課及び地方機関の長は、次に掲げる書類を作成し、

指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

� 省略

� 本庁各課

ア 国庫支出金の決算額調 様式第７号

イ 国庫支出金受入状況調 様式第８号

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

キ 省略

ク 省略

ケ 省略

コ 省略

サ 省略

シ 省略

ス 省略

セ 省略

ソ 省略

タ 省略

� 省略

２ 省略

様式第２号（第３条関係） 目次

省略 省略

注 １ 省略

２ 監査資料作成基準は、次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載するこ

と。）

ア～エ 省略

オ 内部統制の実施状況

注 １ 省略

２ 監査資料作成基準は、次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載するこ

と。）

ア～エ 省略

オ 内部統制の実施状況（内部統制対象事務のリスク

の識別、分類、分析及び評価並びにリスク対応策の

整備状況（自己評価）及び運用状況（自己評価）を

記載すること（既存のリスク評価シートにあつて

は、監査資料に添付すること。）。）
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第２条 愛媛県監査委員監査規程の一部を次のように改正する。

様式第７号及び様式第８号を次のように改める。

�～� 省略

様式第４号（第３条関係） 職員一覧表

様式第４号（その１）

�～� 省略

様式第４号（第３条関係） 職員一覧表

様式第４号（その１）

省略 省略

分掌事務 職 名 氏 名
年 齢

（ 年４月１日現在）

省略
分掌事務 職 名 氏 名

年 齢 省略

省略 省略

注 省略

様式第４号（その２）

注 １ 省略

２ 休職者又は継続して３０日以上の休暇を取得している者

については、備考欄にその旨を記載すること。

様式第４号（その２）

省略 省略

分掌

事務

担当

教科
職名 氏名

年 齢

（ 年４月１日現在）

省略 分掌

事務

担当

教科
職名 氏名

年 齢 省略

省略 省略

注 １・２ 省略

様式第５号（第３条関係） 歳入現計表

注 １・２ 省略

３ 休職者又は継続して３０日以上の休暇を取得している者

については、備考欄にその旨を記載すること。

様式第５号（第３条関係） 歳入現計表

年度歳入現計表
�
�
�
�

課 �
�
�
�地方機関 年 月 日現在

年度歳入現計表（内訳表）
�
�
�
�

課 �
�
�
�地方機関 年 月 日現在

省略 省略

注 本庁各課においては、収入歩合の欄へ前年度の収入歩合を

（ ）書きすること。

様式第３０号（第３条関係） 歳出現計表

様式第３０号（その１）

注 １ 歳入現計表は、知事部局本庁各部にあつては各幹事課

で、教育委員会事務局にあつては教育総務課で作成する

こと。

２ 歳入現計内訳表は、知事部局本庁各部及び教育委員会

事務局の各課において歳入現計表の内訳として当該各課

における所管の事務事業に係る収入について課別に作成

すること。

３ 本庁各課においては、収入歩合の欄へ前年度の収入歩

合を（ ）書きすること。

様式第３０号（第３条関係）歳出現計表

様式第３０号（その１）

年度歳出現計表 （課）

省略

年度歳出現計表（内訳表）（課）

省略

省略 省略

注

１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第３０号（その２） 省略

注 １ 歳出現計表は、知事部局本庁各部にあつては各幹事課

で、教育委員会事務局にあつては教育総務課で作成する

こと。

２ 歳出現計内訳表は、知事部局本庁各部及び教育委員会

事務局の各課において歳出現計表の内訳として当該各課

における所管の事務事業に係る支出について課別に作成

すること。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第３０号（その２） 省略
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雑 報

�公 告

環境影響評価方法書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第５条第１項の

規定により、次の対象事業について環境影響評価方法書（以下「方

法書」という。）を作成したので、同法第７条の規定により、次の

とおり公告します。

また、同法第７条の２第２項の規定により、方法書説明会を開催

することとしたので、併せて公告します。

なお、方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

令和４年１２月９日

大和エネルギー株式会社

代表取締役社長 東 武

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 大和エネルギー株式会社

� 代表者 代表取締役社長 東 武

� 所在地 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号あべ

のハルカス３３Ｆ

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 （仮称）ＤＲＥＡＭ Ｗｉｎｄ 佐田岬リプレース

事業

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業（陸上）

� 規 模 総出力 最大１２，８００ｋＷ

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県西宇和郡伊方町

４ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域

の範囲

愛媛県西宇和郡伊方町

５ 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁環境政策課（愛媛県松山市一番町四丁目２番（ＮＴ

Ｔ愛媛ビル２棟４階））

伊方町役場本庁舎（愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１）

伊方町役場瀬戸支所（愛媛県西宇和郡伊方町三机乙３００３番地

６）

伊方町役場三崎支所（愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地）

� 縦覧期間

令和４年１２月９日（金）から令和５年１月１８日（水）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する

休日及び閉庁日は除く）

� 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（開庁時間に準ずる）

なお、方法書の電子版は弊社（大和エネルギー株式会社）ホ

ームページ（https://www.daiwa-energy.com/）において、令

和４年１２月９日（金）から令和５年１月１８日（水）まで閲覧い

ただけます。

６ 方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限 令和５年２月１日（水）まで

� 提 出 先 〒５４５－６０３３

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ あべのハルカス

３３Ｆ

大和エネルギー株式会社電力事業部（担当 豊田、斉藤）

電話 ０６－４７０３－３２０８

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書の名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 令和５年１月７日（土）１３時３０分～１５時３０分

場所 瀬戸町民センター（愛媛県西宇和郡伊方町三机乙１０８４

－１）

様式第７号及び様式第８号 削除

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

令和４年１２月９日 発行


